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(57)【要約】
【課題】ユーザが表示装置の近傍に位置しない場合であ
っても、撮像した画像を容易且つ迅速に表示させること
が可能な表示装置を提供する。
【解決手段】本発明の表示装置は、受信した電子メール
に添付画像がある場合に、添付画像が予め定められた画
像形式であるかを判定するメール解析手段を備えている
。またメール解析手段は、添付画像が予め定められた範
囲内のデータサイズであるかの判定を行う。上記判定の
結果、受信画像が一部又は全ての条件を満たす場合、画
像処理手段は表示手段を用いて添付画像の表示処理を行
う。また、メール解析手段により受信メールの添付画像
が予め定められた画像形式に該当しないと判定された場
合や、添付画像のサイズが所定範囲を超えると判定され
た場合に、再送要求手段が通信手段を用いて、再送要求
を示す通知メールを画像添付メールの送信元へ送信する
。
【選択図】図１



(2) JP 2009-199149 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像を表示する表示手段と、通信網に接続して通信を行う通信手段と、前記通信手段を用
いて電子メールの送受信を行う送受信手段と、を備えた表示装置であって、
前記送受信手段により受信した電子メールを解析し、予め定められた形式及び／或いは予
め定められた範囲内のサイズの画像データが前記電子メールに付加されているかを判定す
るメール解析手段と、
前記メール解析手段により前記画像データが前記電子メールに付加されていると判定され
た場合に、前記画像データを前記表示手段を用いて表示する画像処理手段と、を備えたこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項２】
前記メール解析手段により、前記送受信手段により受信した電子メールに画像データが付
加されており、且つ前記画像データが予め定められた形式及び／或いは予め定められた範
囲内のサイズの画像データに該当しないと判定された場合に、前記画像データの表示不可
及び／或いは画像データの再送要求を示す通知メールを前記送受信手段を用いて前記電子
メールの送信元に送信する再送要求手段を備えたことを特徴とする請求項１に記載の表示
装置。
【請求項３】
画像データを記録可能な記録部を備え、前記メール解析手段が、前記送受信手段により受
信した電子メールに予め定められた形式及び／或いは予め定められた範囲内のサイズの画
像データが付加されていると判定した場合に、前記画像データを一時記録画像として前記
記録部に記録し、前記画像処理手段に対して前記一時記録画像の表示指示を与え、前記一
時記録画像の表示が成功した場合に前記一時記録画像よりも記録日時が古い一時記録画像
を前記記録部より消去することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
電子機器に接続して画像データの入力を行う接続手段と、前記接続手段による電子機器か
らの画像データの入力を検知した際に、入力された前記画像データを解析し、前記画像デ
ータが予め定められた形式及び／或いは予め定められた範囲内のサイズの画像データに該
当するかを判定し、該当する場合に前記画像データを前記表示手段を用いて表示する画像
解析手段と、を備えたことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル画像データを表示する電子式写真立て（以下、「電子式フォトフレ
ーム」という）に利用される表示装置に関するものであり、特に通信網に接続されて通信
網から受信した画像を表示することが可能な表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶パネル等を用いた薄型の表示装置が広く普及している。このような薄型表示
装置は、軽量且つ設置スペースが小さいため、その設置場所や設置角度をユーザが適宜変
更できるという利点を持っている。
【０００３】
　上記のような薄型表示装置の一つとして、電子式フォトフレームが実用化されている。
電子式フォトフレームは、デジタルカメラ等の撮影装置で撮像した画像を、従来の銀塩写
真のように気軽に鑑賞できることを目的とした表示装置である。電子式フォトフレームは
、例えばＳＤ（Secure Digital）メモリカードのような外部記録媒体や、ＬＡＮ（Local 
Area Network）等のネットワークを経由して画像データを取り込み、表示することが可能
である。
【０００４】
　上記に関連して特許文献１においては、スタンドアロンで使用する電子式フォトフレー
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ムであり、記憶媒体からデータを読み込む手段を備え、ユーザがデジタルカメラ等で撮像
して記録媒体に蓄積した画像データの展開及び表示が可能な電子式フォトフレームが開示
されている。
【０００５】
　また特許文献２においては、受信側ユーザが新たな画像が欲しい時に、画像送信側ユー
ザに対して簡単に新しい画像を要求できるようにするとともに、画像の更新が一定期間無
い場合に、受信側ユーザが画像を催促する操作を行わなくとも、常に新しい画像を楽しむ
ことができる画像表示装置が開示されている。
【特許文献１】特開平９－３０８５５８号公報
【特許文献２】特開２００２－２７８８６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の電子式フォトフレームによれば、デジタルカメラで撮像した画像データを
、外部記録媒体や各種ケーブル等を経由して一旦パソコンに取り込む必要がない。従って
パソコンを保持しないユーザや、パソコンの扱いに不慣れなユーザであっても、撮像した
画像を容易且つ迅速に鑑賞することができる。また特許文献２の電子式フォトフレームに
よれば、遠隔地のユーザに対して、容易に画像送信要求を行うことができる。
【０００７】
　しかしながら特許文献１に開示されている電子式フォトフレームは、表示する画像の登
録及び選択を、直接電子式フォトフレームを操作して行う必要があった。また特許文献２
に関しても、画像送信要求に対して送られて来た画像の表示切り替え処理は、受信側のユ
ーザが手動で行う必要がある。このように、表示画像の切り替えを行うには、切り替えを
行うユーザが電子式フォトフレームの近傍に位置する必要があった。
【０００８】
　従って例えば、外出先で撮像した写真をすぐに自宅の電子式フォトフレームに表示させ
たい場合、撮像ユーザは電子式フォトフレームの近傍にいる他ユーザに対して画像を送信
し、且つ音声通信等により表示切り替え操作を依頼する必要があった。
【０００９】
　本発明は、上記の問題を鑑みてなされたものであり、デジタルカメラ等で撮像した画像
データを表示する電子式フォトフレームに用いられる表示装置であって、ユーザが電子式
フォトフレームの近傍に位置しない場合であっても、撮像した画像を容易且つ迅速に表示
させることが可能な表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明の表示装置は、画像を表示する表示手段と、通信網に
接続して通信を行う通信手段と、前記通信手段を用いて電子メールの送受信を行う送受信
手段とを備えた表示装置であって、前記送受信手段により受信した電子メールを解析し、
予め定められた形式及び／或いは予め定められた範囲内のサイズの画像データが前記電子
メールに付加されているかを判定するメール解析手段と、前記メール解析手段により前記
画像データが前記電子メールに付加されていると判定された場合に、前記画像データを前
記表示手段を用いて表示する画像処理手段とを備えたことを特徴としている。
【００１１】
　この構成によると、本発明の表示装置は、画像を表示する表示手段、インターネット等
の通信網に接続して通信を行う通信手段、通信手段を用いて電子メールの送受信を行う送
受信手段を備えている。また、受信した電子メールに添付画像がある場合に、添付画像が
予め定められた画像形式、例えばＢＭＰ（Bitmap）形式やＪＰＥＧ（Joint Photographic
 Experts Group）形式であるかを判定するメール解析手段を備えている。またメール解析
手段は、添付画像が予め定められた範囲内のデータサイズであるかの判定を行う。上記判
定の結果、受信画像が一部又は全ての条件を満たす場合、画像処理手段は表示手段を用い
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て添付画像の表示処理を行う。
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明の表示装置は、前記メール解析手段により、前記送受
信手段により受信した電子メールに画像データが付加されており、且つ前記画像データが
予め定められた形式及び／或いは予め定められた範囲内のサイズの画像データに該当しな
いと判定された場合に、前記画像データの表示不可及び／或いは画像データの再送要求を
示す通知メールを前記送受信手段を用いて前記電子メールの送信元に送信する再送要求手
段を備えたことを特徴としている。
【００１３】
　この構成によると、本発明の表示装置は、画像データの再送要求を示す通知メールを、
画像添付メールの送信元に対して送信する再送要求手段を備えている。再送要求手段は、
メール解析手段により受信メールの添付画像が予め定められた画像形式に該当しないと判
定された場合や、添付画像のサイズが所定範囲を超えると判定された場合に、通信手段を
用いて、再送要求を示す通知メールを画像添付メールの送信元へ送信する。
【００１４】
　上記目的を達成するために本発明の表示装置は、画像データを記録可能な記録部を備え
、前記メール解析手段が、前記送受信手段により受信した電子メールに予め定められた形
式及び／或いは予め定められた範囲内のサイズの画像データが付加されていると判定した
場合に、前記画像データを一時記録画像として前記記録部に記録し、前記画像処理手段に
対して前記一時記録画像の表示指示を与え、前記一時記録画像の表示が成功した場合に前
記一時記録画像よりも記録日時が古い一時記録画像を前記記録部より消去することを特徴
としている。
【００１５】
　この構成によると、本発明の表示装置は、フラッシュメモリ等の記録部を備えている。
そしてメール解析手段が、受信メールの添付画像が所定の画像形式であり、また所定の範
囲内のデータサイズであると判定した場合に、添付画像を一時記録画像として記録部に記
録する。また併せて画像処理手段に対して、今回記録した一時記録画像の表示指示を与え
る。一時記録画像の表示が成功すると、今回記録した一時記録画像よりも記録日時が古い
一時記録画像、つまりこれまで表示していた画像に相当する一時記録画像を、記録部より
消去する。
【００１６】
　上記目的を達成するために本発明の表示装置は、電子機器に接続して画像データの入力
を行う接続手段と、前記接続手段による電子機器からの画像データの入力を検知した際に
、入力された前記画像データを解析し、前記画像データが予め定められた形式及び／或い
は予め定められた範囲内のサイズの画像データに該当するかを判定し、該当する場合に前
記画像データを前記表示手段を用いて表示する画像解析手段とを備えたことを特徴として
いる。
【００１７】
　この構成によると、本発明の表示装置は、外部の電子機器、例えば携帯電話やデジカメ
等と接続してデータの入力を行う接続手段を備えている。接続手段は、例えば赤外線通信
を行うためのＩｒＤＡ(Infrared Data Association)ポートや、ＵＳＢ（Universal Seria
l Bus）規格に則ったＵＳＢ端子等のデータ入力部を備えている。また、これらのデータ
入力部による画像データの入力を検知した際に、入力された画像データを解析する画像解
析手段を備えている。画像解析手段は、入力された画像データが所定の画像形式に該当す
るかを判定する。また画像解析手段は、入力された画像データが所定の範囲内のデータサ
イズであるかの判定を行う。上記判定の結果、受信画像が一部又は全ての条件を満たす場
合、画像解析手段は表示手段を用いて添付画像の表示処理を行う。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、受信した電子メールに添付画像がある場合に、添付画像の画像形式及
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びデータサイズを確認し、所定の条件を満たす場合に、画像処理手段が表示手段を用いて
添付画像の表示処理を行う。この結果、液晶パネル等の表示部に表示される画像が自動的
に切り替えられる。このためユーザは、電子メールに画像を添付して表示装置に送信する
だけで、画像の記録操作及び表示操作を容易且つ迅速に行える。従って例えば、外出先で
撮像した写真をすぐに自宅の表示装置に表示させたい場合に、表示装置の近傍にいる他ユ
ーザに対して画像を送信して登録作業を依頼する必要がなく、利便性が向上する。
【００１９】
　また本発明によれば、受信メールの添付画像が予め定められた画像形式に該当しないと
判定された場合や、添付画像のデータサイズが所定範囲を超えると判定された場合に、再
送要求を示す通知メールを画像添付メールの送信元へ送信する。このため画像添付メール
を送信したユーザは、送信した画像が正常に表示されたかどうかを知ることができる。例
えば表示不可能な画像形式の画像を間違って送信した場合に、再送要求に従って適切な画
像を再送信することにより、画像の表示をより確実に行うことができる。
【００２０】
　また本発明によれば、受信メールの添付画像が所定の画像形式であり、また所定の範囲
内のデータサイズである場合に、添付画像を一時記録画像として記録部に記録する。そし
て一時記録画像の表示が成功すると、今回記録した一時記録画像よりも記録日時が古い一
時記録画像、つまりこれまで表示中だった画像に相当する一時記録画像を、記録部より消
去する。このため、常に最新の一時記録画像のみを記録し、以前に表示していた古い一時
記録画像を自動的に消去できるため、限りある記録部の記録容量を有効に活用することが
できる。
【００２１】
　また本発明によれば、外部の電子機器から画像データを入力した際に、入力画像の画像
形式及びデータサイズを判定し、所定の条件を満たす場合に、入力された画像データを表
示手段を用いて表示する。このためユーザは、例えば携帯電話で撮像した画像を赤外線通
信等で表示装置に送信するだけで、表示画像を切り替えて送信画像を自動的に表示するこ
とができる。このように、表示する画像の記録操作や選択操作等を行う必要がないため、
ユーザの利便性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に本発明の実施形態を、図面を参照しながら説明する。なお、ここで示す実施形態
は一例であり、本発明はここに示す実施形態に限定されるものではない。
〈１．内部構成について〉
　図２は、本発明の第一の実施形態に係る電子式フォトフレーム１（＝表示装置）の内部
構成を示すブロック図である。電子式フォトフレーム１は少なくとも、制御部１１、フラ
ッシュメモリ１２（＝記録部）、操作部１３、表示部１４（＝表示手段）、音声回路１５
、スピーカ１６、通信Ｉ／Ｆ（Interface）部１７（＝通信手段）、通信制御部１８（＝
通信手段）、電源部１９、メモリスロット２０、及びデータ入力部２１（＝接続手段）を
含むように構成されている。またメモリスロット２０に対して外部記録媒体であるメモリ
カード９０を着脱可能である。
【００２３】
　制御部１１は、電子式フォトフレーム１における画像表示処理を実施するための各装置
を制御する。これにより、フラッシュメモリ１２に記録されている画像や、外部より入力
した画像の表示処理を統括制御する。制御部１１は、例えば複数のマイクロプロセッサか
ら構成されている。また制御部１１は、各装置（例えば表示部１４等）の制御やデータの
計算、加工処理等を行う中枢部分となっている。なお、制御部１１が備える各機能部（図
１に示すメール送受信部１１ａ～画像解析部１１ｅ）の詳細については後述する。
【００２４】
　フラッシュメモリ１２は、電子式フォトフレーム１が保持する各種データを一時的に記
録する記録媒体である。フラッシュメモリ１２は、例えば制御部１１によって各種情報処
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理が行われる際の処理データや、表示部１４に表示するための画像データ、音声メッセー
ジ或いは文字メッセージを出力するためのメッセージデータ、電話番号やメールアドレス
等の個人データ等を記録する役割を持つ。
【００２５】
　操作部１３は、ユーザが電子式フォトフレーム１に対して、画像の切り替え指示やユー
ザ情報の入力指示等の各種指示を行うためのものである。操作部１３により入力された指
示は制御部１１により受け付けられ、指示の内容に基づいて各種制御処理が行われる。操
作部１３は例えば、複数の操作ボタンや、表示部１４に含まれるタッチパネル部材により
、ユーザ操作を受け付けることが可能である。
【００２６】
　表示部１４は、液晶パネル及びドライバ等からなるＬＣＤ（Liquid Crystal Display）
モジュールである。また表示部１４の内部には、タッチパネル部材等の操作受付用部材が
含まれており、これらの部材で受け付けた操作を操作部１３へ与えることも可能である。
【００２７】
　音声回路１５は、制御部１１より与えられた音声信号のＤ／Ａ変換及び増幅を行い、ス
ピーカ１６より出力する。この際、アンプのゲインを調整することにより、出力音量の変
更を行うことが可能である。
【００２８】
　通信Ｉ／Ｆ部１７は、電子式フォトフレーム１を通信ネットワークと接続するための物
理的なインタフェースである。通信Ｉ／Ｆ部は例えば、ＩＥＥＥ８０２．３規格に準拠し
た有線ＬＡＮに接続するためのＬＡＮケーブルコネクタや、ＩＥＥＥ８０２．１１規格に
準拠した無線ＬＡＮに接続するための無線アンテナ等を含むように構成されている。
【００２９】
　通信制御部１８は、通信Ｉ／Ｆ部１７により接続された外部装置、例えばメールサーバ
や携帯電話等と相互通信を行うための通信制御を行う。これにより、電子メールの送受信
を行ったり、外部の携帯電話で撮像された画像の受信等を実施することが可能である。ま
た通信Ｉ／Ｆ部１７が無線アンテナを備える場合、無線通信網を介する無線通信の制御を
行う役割も持つ。
【００３０】
　電源部１９は、外部電源（不図示）より電力の供給を受け、電子式フォトフレーム１の
各部に対して電源電圧を与える。電源部１９は、外部電源より電力供給を受けるための電
源コードを接続する接続端子（図５に示す電源コード接続端子１９ａ）を備えている。こ
の接続端子は、電子式フォトフレーム１の背面側等に設けられている。
【００３１】
　或いは電源部１９は、電源として乾電池或いは二次電池を使用することにより、外部電
源から切り離された状態で電子式フォトフレーム１の駆動を可能とする形態であってもよ
い。二次電池としては例えば、充電式アルカリ電池やリチウムイオンバッテリ等を用いる
ことが可能である。
【００３２】
　メモリスロット２０は、ＳＤメモリカード９０等の外部記録媒体を接続して情報の伝送
を行うインタフェースである。ＳＤメモリカード９０には例えば、デジタルカメラで撮影
した静止画や動画が記録されている。メモリスロット２０は制御部１１からの指示により
、これらのデータをフラッシュメモリ１２にコピーする。これにより、外部から入力した
画像を表示部１４を用いて表示することができる。
【００３３】
　データ入力部２１は、外部の撮像装置や記録装置を有線或いは無線により接続して画像
データの入力を行うための入力インタフェースである。データ入力部２１は例えば、シリ
アルケーブル接続用ソケットや、赤外線通信を行うためのＩｒＤＡポート２１ａ（図３）
、或いはＵＳＢ接続端子（不図示）等を含むように構成されている。
〈２．機能部の構成について〉
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　ここで、本発明の一実施形態に係る電子式フォトフレーム１の表示切り替え処理を実施
するための各機能部の関係を、図１の機能ブロック図を用いながら説明する。
【００３４】
　図１に示すように本発明の表示切り替え処理は少なくとも、制御部１１が備えるメール
送受信部１１ａ（＝送受信手段）、メール解析部１１ｂ（＝メール解析手段）、再送要求
部１１ｃ（＝再送要求手段）、画像処理部１１ｄ（＝画像処理手段）、及び画像解析部１
１ｅ（＝画像解析手段）と、フラッシュメモリ１２と、表示部１４と、通信制御部１８と
、データ入力部２１とにより実現される。
【００３５】
　メール送受信部１１ａは、ＩＰ通信網に接続されたメールサーバと、通信Ｉ／Ｆ部１７
及び通信制御部１８を用いて通信を行う。これにより、電子メールの送受信を行うメール
クライアント機能を備えている。メール送受信部１１ａは例えば、電子メールの送信サー
ビスを提供するＳＭＴＰ（Simple Mail Transfer Protocol）サーバや、電子メールの受
信サービスを提供するＰＯＰ（Post Office Protocol）サーバ等に接続することにより、
電子メールの送受信を行う。或いは、通信事業者が提供する特定のサービス、例えば携帯
電話サービスやＬモードサービス等を利用することにより、携帯電話用無線回線や一般電
話回線を介して電子メールの送受信を行う形態であってもよい。
【００３６】
　本実施形態のメール送受信部１１ａは、予め定められた所定の周期、例えば１０分毎に
外部のメールサーバに対して電子メールの取得リクエストを送信する。もし電子式フォト
フレーム１宛の受信メールがメールサーバ内に存在する場合、メールサーバは電子式フォ
トフレーム１に対して、該当の電子メールを送信する。この結果、受信した電子メールが
フラッシュメモリ１２等に記録される。
【００３７】
　メール解析部１１ｂは、メール送受信部１１ａにより受信された電子メールの解析を行
う。そして受信メールに画像データが添付されているかの判定を行う。添付されている場
合、添付画像の画像形式及びデータサイズを取得する。そして取得した画像形式及びデー
タサイズが、予め定められている条件に一致するかどうかを判定する。
【００３８】
　画像形式に関する条件としては、例えば表示部１４が表示可能な画像形式であるＢＭＰ
やＪＰＥＧ等と一致するかどうかを判定する。画像形式の確認は、例えば添付画像のファ
イル名を取得し、ファイル名に含まれる拡張子（例えば「．ＢＭＰ」等）を参照すること
により行われる。或いは、画像データの所定の領域（例えばヘッダ部等）に含まれる管理
情報を参照する形態でもよい。
【００３９】
　またデータサイズに関する条件としては、画像データのデータサイズが所定範囲内であ
るか、例えば「１０ＫＢｙｔｅ以上５００ＫＢｙｔｅ以下」のように予め範囲制限を設け
る。或いは画像データの画素数が所定範囲内であるか、例えばＳＸＧＡ（Ｓｕｐｅｒ－Ｘ
ＧＡ、１．３Ｍピクセル、１２８０×１０２４）以下の画素数であるか、のように画素数
による制限を設ける形態でもよい。
【００４０】
　メール解析部１１ｂは、上記の例のような予め定められた条件に一致する添付画像を検
知した場合に、その画像を一時記録画像としてフラッシュメモリ１２に記録すると共に、
画像処理部１１ｄに対して、記録した一時記録画像の表示指示を与える。そして表示が成
功した場合に、フラッシュメモリ１２に記録されている古い一時記録画像、つまり今回表
示を行った一時記録画像よりも以前に表示されていた一時記録画像を、フラッシュメモリ
１２より消去する。
【００４１】
　逆に添付画像が予め定められた条件に一致しなかった場合、メール解析部１１ｂは、再
送要求部１１ｃに対して再送要求メールの送信指示を与える。これを受けた再送要求部１
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１ｃは、添付画像の表示失敗、及び画像の再送信を要求するメッセージを含む再送要求メ
ールを作成する。そして作成した再送要求メールを、表示失敗画像が添付されていた電子
メールの送信元アドレスに対して、メール送受信部１１ａを用いて送信する。
【００４２】
　再送要求メールは例えば、ヘッダデータのタイトル欄に「画像表示に失敗」、本文デー
タに「添付された画像は表示できない画像形式です。メールの再送を行って下さい。」等
のメッセージを含む電子メールを送信する。なおこの際、表示失敗のエラー種別に基づき
、メッセージ内容を切り替えることがより望ましい。
【００４３】
　画像処理部１１ｄは、各処理部からの指示に従い、フラッシュメモリ１２に記録されて
いる画像データのデコードを行う。そしてデコードにより得られた画像信号を、表示部１
４へ与えることにより、画像の表示を行う。
【００４４】
　画像解析部１１ｅは、データ入力部２１の状態を監視し、データ入力部２１による画像
データの入力が検知されたかどうかの判定を行う。画像データの入力が検知された場合、
入力画像の画像形式及びデータサイズを取得する。そして取得した画像形式及びデータサ
イズが、予め定められている条件に一致するかどうかを判定する。なお、具体的な判定方
法としては、メール解析部１１ｂが添付画像に対して行う判定方法と同様であるため、説
明を省略する。
【００４５】
　画像解析部１１ｅは、予め定められた条件に一致する入力画像を検知した場合に、その
画像を一時記録画像としてフラッシュメモリ１２に記録すると共に、画像処理部１１ｄに
対して、一時記録画像の表示指示を与える。そして表示が成功した場合に、フラッシュメ
モリ１２に記録されている古い一時記録画像、つまり今回表示を行った一時記録画像より
も以前に表示されていた一時記録画像を、フラッシュメモリ１２より消去する。
〈３．電子式フォトフレームの外観について〉
　ここで、本発明の第一の実施形態に係る電子式フォトフレーム１の外観を、図３の正面
図、図４の上面図、及び図５の背面図を用いながら説明する。
【００４６】
　図３は、電子式フォトフレーム１の前面に備えられた各装置部の一例を示した正面図で
ある。図３に示すように電子式フォトフレーム１の前面は、表示部１４及びＩｒＤＡポー
ト２１ａを含むように構成されている。また図４は、電子式フォトフレーム１の上面に備
えられた各装置部の一例を示した上面図である。図４に示すように電子式フォトフレーム
１の上面は、メモリスロット２０を備えている。図３及び図４に示すように、本実施形態
の電子式フォトフレーム１は、その左右両端部１ｂが本体部１ａに対して所定の角度だけ
前方へ傾斜している。
【００４７】
　図５は、電子式フォトフレーム１の背面に備えられた各装置部の一例を示したブロック
図である。図５に示すように電子式フォトフレーム１の背面面は、通信Ｉ／Ｆ部１７が備
えるＬＡＮコネクタ１７ａ、電源部１９が備える電源コード接続端子１９ａ、及び支持用
脚部２２を備えている。ＬＡＮコネクタ１７ａはＬＡＮケーブルを接続することにより、
電子式フォトフレーム１をネットワークに接続するための接続端子である。電源コード接
続端子１９ａは電源コード（不図示）を取り付けて商用電源から電力の供給を受けるため
のものである。
【００４８】
　支持用脚部２２は、本体部１ａに回動自在に設けられ、本体部１ａを背後から支持する
ための部材である。支持用脚部２２は、本体部１ａの表面の傾斜を急にしたり、又は緩や
かにしたり、適宜調節可能な構成をしている。また支持用脚部２２は回動することにより
、本体部１ａの上下の向きを変更することが可能である。
〈４．メール受信時処理について〉
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　ここで、本発明の一実施形態に係る電子式フォトフレーム１のメール受信時処理を、図
１～図５のブロック図と図６のフロー図とを用いながら説明する。
【００４９】
　図６は、本発明に係るメール受信時処理の処理フローを示したフローチャートである。
本処理は、電子式フォトフレーム１の電源が起動している状態において、任意のタイミン
グで開始可能である。
【００５０】
　本処理の開始後、メール送受信部１１ａはステップＳ１１０において、メール取得時刻
が到来したかどうかの判定を行う。なおメール取得時刻は、予めユーザ設定により指定可
能である。例えば毎時０分を受信時刻に指定することにより、一時間毎に自動的にメール
サーバにアクセスし、メールの取得を行うことが可能である。或いは時刻指定ではなく、
所定の時間経過毎、例えば１０分毎にメールを取得を行うことも可能である。
【００５１】
　メール取得時刻が到来していない場合、ステップＳ１１０に再び移行する。メール取得
時刻が到来した場合、メール送受信部１１ａはステップＳ１２０において、外部のメール
サーバに対してメールの取得リクエストを送信する。この結果、メールサーバに受信メー
ルが存在する場合は、メールデータの取得処理が行われる。
【００５２】
　次にメール解析部１１ｂはステップＳ１３０において、メール送受信部１１ａによるメ
ール受信に成功し、且つ受信メールに画像データが添付されているかどうかの判定を行う
。画像データが添付されていない場合、或いはメールサーバに受信メールが存在しない等
によりメール受信に失敗した場合、ステップＳ１１０に再び移行する。
【００５３】
　画像データが添付されていた場合、メール解析部１１ｂはステップＳ１４０において、
画像データの解析を行う。これにより、画像データの画像形式やデータサイズを取得する
。次にメール解析部１１ｂはステップＳ１５０において、画像データが、予め定められた
表示可能条件、例えば所定の画像形式と一致するか、或いは所定範囲内のデータサイズで
あるか等を判定する。
【００５４】
　表示可能条件を満たさない場合、ステップＳ１５５に移行する。表示可能条件を満たす
場合、ステップＳ１６０に移行する。なお複数の画像が電子メールに添付されている場合
、メール解析部１１ｂは添付されている全ての画像データに対して解析及び判定を行い、
表示可能条件を満たす画像が一つでも存在すればステップＳ１６０に移行する。
【００５５】
　ステップＳ１５５に移行した場合、メール解析部１１ｂは再送要求部１１ｃに対して、
再送要求メールの送信指示を与える。この指示を受けた再送要求部１１ｃは、添付画像の
表示失敗及び画像の再送要求を含む電子メールを作成し、画像添付メールの送信元アドレ
スへ送信する。送信の完了後、再びステップＳ１１０に移行する。
【００５６】
　ステップＳ１６０に移行した場合、メール解析部１１ｂは添付されている画像データを
、一時記録画像としてフラッシュメモリ１２に記録する。なお複数の画像データが添付さ
れており、且つ表示可能条件を満たす画像が複数ある場合、所定の条件により一画像デー
タのみを選択して、一時記録画像として記録する。例えば、最もデータサイズの大きい画
像を優先して一時記録画像とする。或いは、優先的に表示する画像形式を設定可能とする
形態でもよい。
【００５７】
　次にメール解析部１１ｂはステップＳ１７０において、画像処理部１１ｄに対して一時
記録画像の表示指示を与える。この指示を受けた画像処理部１１ｄはフラッシュメモリ１
２より一時記録画像を読み出してデコードを行うことにより、表示部１４に表示を行う。
この結果、これまで表示されていた画像が、一時記録画像に切り替わることとなる。
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【００５８】
　次にメール解析部１１ｂはステップＳ１８０において、画像処理部１１ｄによる一時記
録画像のデコード及び表示が正常終了したかどうかの判定を行う。表示に成功した場合、
メール解析部１１ｂはステップＳ１９０において、フラッシュメモリ１２に記録されてい
る古い一時記録画像、つまり記録日時が最新ではない一時記録画像の消去を行った後、ス
テップＳ１１０に移行する。逆にデータ破損等により表示に失敗した場合、メール解析部
１１ｂはステップＳ１８５において、ステップＳ１６０で記録した一時記録画像をフラッ
シュメモリ１２から削除した後、ステップＳ１５５に移行する。
【００５９】
　以上に説明した処理フローは、例えば電子式フォトフレーム１の電源停止指示が検知さ
れること等により、電子式フォトフレーム１が機能を停止をする際に終了される。上記の
処理フローによれば、メール送受信部１１ａにより受信した電子メールに添付画像があり
、且つ添付画像が所定の条件を満たす場合に、表示画像の切替を自動的に行うことができ
る。
【００６０】
　このためユーザは、電子メールに画像を添付して電子式フォトフレーム１のメールアド
レスに送信するだけで、外出先からでも表示画像を切り替えることができる。従って、電
子式フォトフレーム１の近傍にいる他ユーザに対して画像を送信し、登録作業を依頼する
手間を省くことができる。
【００６１】
　また、添付画像が所定の条件を満たさない場合に再送要求部１１ｃが再送要求メールを
送信する。このためユーザは、送信した画像が正常に表示されたかどうかを知ることがで
きる。また、表示に用いる一時記録画像のうち、最新の一時記録画像のみをフラッシュメ
モリ１２に記録し、古い一時記録画像は自動的に消去されるため、限りある記録容量を有
効に活用することができる。
〈５．データ入力時処理について〉
　ここで、本発明の一実施形態に係る電子式フォトフレーム１のデータ入力時処理を、図
１～図５のブロック図と図７のフロー図とを用いながら説明する。
【００６２】
　図７は、本発明に係るデータ入力時処理の処理フローを示したフローチャートである。
本処理は、電子式フォトフレーム１の電源が起動している状態において、任意のタイミン
グで開始可能である。
【００６３】
　画像解析部１１ｅはステップＳ２１０において、データ入力部２１による画像データの
入力が行われたかどうかの判定を行う。画像データの入力が検知されていない場合、ステ
ップＳ２１０に再び移行する。
【００６４】
　画像データの入力が検知された場合、画像解析部１１ｅはステップＳ２２０において、
画像データの解析を行う。これにより、画像データの画像形式やデータサイズを取得する
。次に画像解析部１１ｅはステップＳ２３０において、画像データが予め定められた条件
、例えば所定の画像形式と一致するか、或いは所定範囲内のデータサイズであるか等を判
定する。
【００６５】
　条件を満たさない場合、ステップＳ２１０に移行する。条件を満たす場合、ステップＳ
２４０に移行する。なお複数画像の入力を検知した場合、画像解析部１１ｅは入力された
全ての画像データに対して解析及び判定を行い、条件を満たす画像が一つでも存在すれば
ステップＳ２４０に移行することが望ましい。
【００６６】
　ステップＳ２４０に移行した場合、画像解析部１１ｅは入力され画像データを、一時記
録画像としてフラッシュメモリ１２に記録する。なお複数の画像データが入力され、且つ
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表示可能条件を満たす画像が複数ある場合、所定の条件により一画像データのみを選択し
て、一時記録画像として記録する。
【００６７】
　次に画像解析部１１ｅはステップＳ２５０において、画像処理部１１ｄに対して記録し
た一時記録画像の表示指示を与える。この指示を受けた画像処理部１１ｄはフラッシュメ
モリ１２より一時記録画像を読み出してデコードを行うことにより、表示部１４に表示を
行う。この結果、これまで表示されていた画像が、読み出した一時記録画像に切り替わる
こととなる。
【００６８】
　次に画像解析部１１ｅはステップＳ２６０において、一時記録画像のデコード及び表示
が正常終了したかどうかの判定を行う。表示に成功した場合、画像解析部１１ｅはステッ
プＳ２７０において、フラッシュメモリ１２に記録されている古い一時記録画像、つまり
記録日時が最新ではない一時記録画像の消去を行った後、ステップＳ２１０に移行する。
逆にデータ破損等により表示に失敗した場合、画像解析部１１ｅはステップＳ２６５にお
いて、ステップＳ２４０で記録した一時記録画像をフラッシュメモリ１２から削除した後
、ステップＳ２１０に移行する。
【００６９】
　以上に説明した処理フローは、例えば電子式フォトフレーム１の電源停止指示が検知さ
れる等により、電子式フォトフレーム１が機能を停止をする際に終了される。上記の処理
フローによれば、外部機器から画像データを入力し、且つ入力画像が所定条件を満たす場
合に、表示画像を自動的に切り替える。このためユーザは、例えば携帯電話で撮像した画
像を赤外線通信等で表示装置に送信するだけで、表示画像を自動的に切り替えることがで
きる。従って、表示する画像の記録操作や選択操作等の各種操作を省略して手間を省くこ
とができる。
［その他の実施の形態］
　以上、好ましい実施の形態及び実施例をあげて本発明を説明したが、本発明は必ずしも
上記実施の形態に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内において様々に変形
して実施することができる。
【００７０】
　従って本発明は、以下の形態にも適用可能である。
【００７１】
　（Ａ）本実施形態では、添付画像及び入力画像の表示可能条件を、画像形式及びデータ
サイズにより条件設定しているが、これら以外の条件を用いて表示／非表示の判定を行っ
てもよい。例えば送信元メールアドレス、メール受信時間、添付画像枚数、画像の属性情
報等を用いる形態でもよい。これにより例えば、所定のメールアドレス以外から受信した
メールの添付画像を表示しないようにすることができる。この結果、迷惑メール等に添付
されている不要な画像を表示しないという効果が得られる。また例えば、画像の属性情報
に視聴年齢制限を示す情報が含まれている画像を表示しないようにすることができる。こ
の結果、子供部屋等に設置されている電子式フォトフレーム１に不適切な画像が表示され
るのを防止するという効果が得られる。
【００７２】
　（Ｂ）本実施形態では、表示切り替え処理に関わる各種機能部が、マイクロプロセッサ
等の演算処理装置上でプログラムを実行することにより実現されているが、各種機能部が
複数の回路により実現される形態でもよい。
【００７３】
　（Ｃ）本実施形態では、メール受信時及びデータ入力時の自動表示切替機能を備えた表
示装置として電子式フォトフレーム１を例として説明しているが、表示部を備えたこれ以
外の装置において本発明を用いる形態でもよい。例えば、カーナビ、ポータブルテレビ、
パソコン用モニタ等において用いる形態であってもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００７４】
【図１】は、本発明の表示装置が備える機能部の構成を示す機能ブロック図である。
【図２】は、本発明の表示装置の内部構成を示すブロック図である。
【図３】は、本発明の表示装置の外観を示す前面図である。
【図４】は、本発明の表示装置の外観を示す上面図である。
【図５】は、本発明の表示装置の外観を示す背面図である。
【図６】は、本発明のメール受信時処理の処理フローを示すフロー図である。
【図７】は、本発明のデータ入力時処理の処理フローを示すフロー図である。
【符号の説明】
【００７５】
　　　１　　　電子式フォトフレーム（表示装置）
　　　１１　　制御部
　　　１１ａ　メール送受信部（送受信手段）
　　　１１ｂ　メール解析部（メール解析手段）
　　　１１ｃ　再送要求部（再送要求手段）
　　　１１ｄ　画像処理部（画像処理手段）
　　　１１ｅ　画像解析部（画像解析手段）
　　　１２　　フラッシュメモリ（記録部）
　　　１４　　表示部（表示手段）
　　　１７　　通信Ｉ／Ｆ部（通信手段）
　　　１８　　通信制御部（通信手段）
　　　２１　　データ入力部（接続手段）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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